
                                                       令和４年８月１日現在 

区分 会員数  平均年齢 

                                                                          男 147人  ７3.5歳 

                                      女   54人  ７6.6歳 

                                      計 201人  ７4.3歳 
 

７月は、「安全・適正就業強化月間」でした。安全・適正就業について、全ての会員、役職員が、個人そして組織全体の

問題として捉え、事故の撲滅と受注及び就業形態の適正化を図り、「安全・安心な」シルバー事業の展開を図ることとされ

ていました。 

鹿島市シルバー人材センターの取組や事故の状況をご報告します。８月も猛暑が続いています。会員の皆さまにおかれ

ましては、体調管理にご留意いただき、安全・安心な就業に心がけていただきますよう重ねてお願い申し上げます。 

 

 安全就業促進大会に参加しました。 
  

日 時 ： ７月５日（火）                                            

場 所 ： 佐賀市 アバンセホール 

内 容 ： 開会の言葉 安全・適正就業委員会 委員長 百田勝利 

      会長あいさつ 

      表彰 

      事例発表 

      講演「高年齢労働者の安全と健康」 

      報告「県内及び全国の事故発生状況について」 

      佐賀県交通安全啓発事業「SAGA BLUE PROJECT」 

      大会宣言 委員長 百田勝利 

      閉会 

※鹿島からの出席 理事長以下 １２名 

令和２年度から、会員の高齢化もあり、傷害事故は再び増加傾向にあるため注

意していただくようお願いがありました。 
 

〇安全就業宣言 

  私たちシルバー人材センター会員は、「自主・自立」「共働・共助」の基本理念のもと、無事故を目指し、安全就業に 

ついて宣言します。 
 

一、 安全保護具をきちんと着用し、安全に作業することに努めます。 
 

一、 就業途上では交通ルールを守り、交通事故には十分注意します。 
 

一、 健康には常に気を配り、無理のない就業に努めます。 
 

令和４年７月５日 
 

公益社団法人 佐賀県シルバー人材センター連合会 

安全就業促進大会 
 

〇安全就業対策は、家を出る前からはじまっています。 

お出かけ前自己チェック 

 

  □朝起きた時の体調は良好であるか 

 

  □就業の場所と時間は確認してあるか 

 

  □作業内容は確認してあるか 

 

  □会員証など携行品は準備できているか

 

  □仕事内容にあわせた服装・資機材は準備できているか 

 

  □家族に作業現場を伝えてあるか 

 

  □忘れ物がないか確認をしたか 

 

※日頃から健康管理に努め、無理をしたりあわてたりすると事故の発生率が高くなることを認識し、 

余裕をもって家を出るよう心掛けてください。 

 
 

事務局だより  令和４年８月号  



 ご注意下さい！ 事故の発生状況について。  
 

 令和４年度（８月８日現在）の事故の発生状況について報告します。 

これまで、傷害事故４件、賠償事故１件が発生しています。 
 

事故の内容 発生日 性別 年齢 仕事の内容 事故状況 

傷 害 

通院１日 
R4.6.30 女 74 草取・草刈・屑処理 

草取作業中、体調不良により救急搬送

された。熱中症と診断を受けた。 

（熱中症） 

傷 害 

通院１日 
R4.7.27 女 72 草取・屑処理 

草取作業中、右手甲、右手のひら、右

手人差し指、３カ所を蜂に刺された。 

（蜂刺され） 

傷 害 

通院１日 
R4.7.27 女 76 草取・屑処理 

草取作業中、左手首、１カ所を蜂に刺さ

れた。 

（蜂刺され） 

傷 害 

通院１日 
R4.8.5 男 72 草刈・屑処理 

草の中に蜂の巣があるのに気付かず、

草刈作業をしていたところ、すずめ蜂が

飛んできて、右手中指、左手親指の 2

ヵ所を刺された。（蜂刺され） 

賠償 R4.6.15 男 80 剪定屑回収・処分 

本城へ剪定屑を置きに行った帰り、セ

ンター軽トラック（№1459）をバックして

いた際に、停車してあった軽自動車に

接触した。 

（※シルバー保険適用、センター加入の自動車保険適用分のみ記載） 
 

★就業中に事故が発生したら、直ぐに事務局へご連絡ください★ 
 

シルバー保険が下記の場合に適用されます。 

・傷害保険～会員本人が身体に傷害を受けた場合 

  熱中症も補償の対象となります。 
 

・賠償責任保険～会員が就業中に他人の身体、財物に損害を与えた 

 場合 
 

  注）シルバー保険は、交通事故（物損・人身）は対象となりません。 

    就業中は又は就業途上において、自動車やバイク・自転車などを起因と 

   した賠償事故が発生した場合は、自動車などの自賠責保険や任意保険 

  が優先されるため、ご自身が加入している自動車などの保険で対応して 

ください。 
 

佐賀県安全就業スローガン 

「事故防止 油断と自信が 落し穴」 
 

 新型コロナウイルス感染症にも警戒を  
 

７月に入り、新型コロナウイルス感染者数は県内・市内ともに過去最多となり、

急激に増加しています。会員の皆さまやご家族にも感染される方が目立ってまいり

ました。 

 

事務局にご連絡いただいている会員の感染者は、今年度に入り６名（８月１日現

在）となっています。 

いずれも軽症で自宅での療養をされており、すでに就業に復帰されている方もい

らっしゃいますが、感染の経路が不明の方もいらっしゃいます。 

  

夏場は冷房器具を使用するため、換気が不十分になります。感染防止のため定期

的な換気を行い、基本的な感染対策もお願いします。 

 

またこれまで以上に健康観察や感染対策を徹底していただき、発熱やのどの痛み

など体調に異変があれば、医療機関を受診してください。 

  

 新型コロナウイルスに感染された場合は、事業所として必要な対応（濃厚接触者

の可能性などのチェック、発注者との就業の調整など）や県連合会への報告などが

必要になりますので、必ず事務局へもご連絡ください。 


